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　　　　　地域展開に困難が伴う場合等は、国としてもきめ細やかなサポートを通じて地域展開を後押し

〇実施主体の募集
○認定地域クラブ活動
　の認定の仕組みを
　構築

〇認定地域クラブ活動　
　の認定
〇指導体制や費用
〇学校との連携

〇実施主体を増やす
　ための働きかけを、
　企業や大学などを
　含めて実施

南丹市部活動地域展開ロードマップ（改革実行期間）

〇休日：原則、全ての部活動において、地域展開を実現（できる限り前倒し）

　　　　　それでも地域展開が困難な場合には、当面、部活動指導員の配置等を適切に実施

〇平日：国として、活動の在り方や課題への対応策の検証を行う。

★中間評価を踏まえ、「南丹市部活動地域展開検討会」にて、
　令和13年度までの方向性を確認し、「南丹市チーム」を含む
　具体的な取組について検討して計画する。
★南丹市部活動ガイドラインの見直し

国の
方向性

南丹市の
取組

★学校運営協議会へ
　の提起
　（新たな価値の創出）
〇生徒や保護者を交
　えた熟議
　「これからの部活動」
★南丹市部活動ガイド
　ライン見直し

★学校運営協議会
〇熟議の継続
〇独自の取組開始
　地域との連携

★南丹市部活動ガイド
　ライン施行

★学校運営協議会
〇熟議の継続
〇独自の取組開始
　高校との連携

★中間評価
〇後期に向けた計画

★南丹市チームの継続⇒地域クラブ活動へ
〇自校に入部したい部がない場合、自分の思いと違う部に入部して活動
　するケースが多かった。それに加え、各校に「南丹市チーム部」ができ
　るか検討していく。
○令和７年度までの南丹市チームの取組を継続することをベースにしつ
　つ、地域クラブ活動への過渡期の取組として開始
〇合同部活動への教員の指導者確保と地域指導者の募集と認定

地域クラブ
活動に向け
ての取組

★運営団体設立準備
〇コーディネーター
　及び構成メンバーの
　選定と依頼
〇予算計画
○法人化に向けた準備

★運営団体の設立
〇法人の手続き
〇役割の整理
〇登録の手続き
〇ガバナンス
〇受益者負担　等

★運営団体の運用
〇研修会の実施
〇保険の手続き
〇認定制度
〇指導者資格取得
○会計事務　等

★運営団体の進捗状況や地域クラブ活動の状況を踏まえて、
　１団体ずつでも地域展開ができるよう進める。

※このグラフに示している数値は、令和７年５月１日現在、
市内各小学校に在籍している児童が、全員校区の南丹市立中
学校に入学したと仮定した場合の数値である。
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南丹市立中学校の生徒数推移


